
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 京都市では、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（しまつのこころ条例）に

基づき、ごみ減量に関する様々な取組を行っています。 

 

 取組の一環として、京都市内の事業所等（小売店、飲食店、イベント会場）における 

ごみ減量の取組状況の把握や、優良事例の発掘等を行い、その結果を市に報告していただく

市民モニター制度を運用しており、この度、新たに市民モニターを募集いたします。 

  

 
 

 

 

 

 

応募期間：令和５年５月１日（月）～６月１５日（木）（必着） 

 

 

応募先・問合せ先 

 〒６０４－８５７１ 

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課 ２Ｒ
にあーる

推進担当 

  【電 話】０７５－２２２－３９４６ 【ＦＡＸ】０７５－２１３－０４５３ 

【電子メール】gomigenryo＠city.kyoto.lg.jp 

【ホームページ】https://kyoto-kogomi.net/business/monitor/  

 京都こごみネット 検索 

 

 

 

 

 

 

 

事業所におけるごみ減量等の取組状況を調査する 

御応募を 

お待ちしています！ 

https://kyoto-kogomi.net/business/monitor/


 

 

１ 募集人数 

  若干名 

２ 任期 

  就任の日から２年間 

３ 応募資格 

応募日現在で次の要件を全て満たす方 

 （１）市内に居住されている方 

 （２）年齢が１８歳以上の方 

（３）本市が実施する研修（平日の午前又は午後の２時間程度）に出席でき、かつ  

「７ 主な活動内容」に記載の活動ができる方 

  ※ 京都市では、特に次のような方に市民モニターとして活動していただきたいと考えて

います。 

 ○環境問題について意識が高く、事業所におけるごみ減量に関する理解が深い方 

 ○偏りがなく客観的な評価のできる方 

 ○事業者等と円滑にコミュニケーションを図ることができる方 

４ 応募方法 

  応募用紙に必要事項と課題についてのあなたの考えを記入いただき、郵送、FAX 又

は電子メールで御応募ください。 

応募用紙は以下のホームページからもダウンロードできますので御利用ください。 

【ＵＲＬ】https://kyoto-kogomi.net/business/monitor/ 

 京都こごみネット 検索 

※ 応募いただいた書類は返却しませんので、御了承ください。 

５ 応募期間 

  令和５年５月１日（月）～同年６月１５日（木）（必着） 

６ 選考 

  課題文の内容により選考を行い、選考結果は７月上旬頃に応募者全員に通知します。 

※ 必要に応じて、電話での問合せや面接を行う場合があります。 

７ 主な活動内容 

  普段利用されている小売店や飲食店、イベント会場等におけるごみ減量の取組状況

に関するレポート及び自己チェック表を提出（年１～２回）するほか、本市が指定す

る小売店や飲食店、イベント会場等を訪ねていただき、訪問先のごみ減量の取組状況

を確認のうえ、その内容を本市に報告（年２～３回）していただきます。 

  また、御協力いただける方には、ＳＮＳでごみ減量の取組事例を情報発信していた

だきます。 

８ 謝礼 

  訪問等１回につき交通費程度の謝礼をお支払いします。 

https://kyoto-kogomi.net/business/monitor/


事業所におけるごみ減量等の取組状況を調査する 

「市民モニター」 応募用紙 

ふりがな 

氏  名 

 

 

生年月日     年   月   日  （   歳） 

住  所 
〒   － 

京都市   区 

電話番号 
自宅    （    ） 

携帯    （    ） 
職 業  

メールアドレス  

※選考結果は郵送しますが、記載内容

に不明な点等がある場合、電話又はメ

ールにて連絡をさせていただきます。 

課題 事業者等（小売店、飲食店、イベント会場）のごみ減量の取組のうち、優れて

いると思う取組（サービス、製品、非営利活動等）及びその理由についてあなた

の考えを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 応募の際に御記入いただいた住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情報は、 

   本選考においてのみ使用し、他の目的では一切使用しません。 



 

 

 

発行：京都市環境政策局循環型社会推進部 
    資源循環推進課 

令和５年 5 月 京都市印刷物第 054116 号 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」としてリサイクルへ 


